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主 要 判 決 全 文 紹 介

≪大阪地方裁判所≫
特許権侵害差止等請求事件

（「食用肉塊除毛装置事件」）（１）（全４回）

−大阪地判令和３年（ワ）第2873号、令和６年５月30日判決言渡−

１．事案の概要

本件は、発明の名称を「食用畜肉塊の除毛装置」とする特許に係る特許権（特許第6015941号）を有
する原告が、被告が本件特許の請求項１及び２記載の発明の技術的範囲に属する被告製品を製造し、
譲渡等することは本件特許権の侵害に当たると主張して、被告に対し、特許法100条１項及び２項に基
づき、被告製品の製造、譲渡、貸渡し、輸出等の差止め及び廃棄を求めるとともに、不法行為（民法
709条）に基づき、損害賠償金1573万8528円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める事案である。
原告は、食品加工関連機械、工作機械等の製造、販売等を目的とする株式会社である。被告は、食肉・
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